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成田用水多古支線間倉工区漏水復旧工事
(千葉県香取郡多古町間倉地内)
令和3年03月16日～令和3年05月17日
土木一式工事

分任契約職　千葉用水総合管理所
成田用水事業所長　津曲孝一
（千葉県成田市三里塚）

令和3年5月14日
（株）安藤建設
(千葉県香取郡多古町多古)

3040001061365

水路に漏水が発生し、放置すると、町
道及び畑作面陥没による第三者被害
が生じる恐れがあり早急に復旧する
必要があった。契約業者は、災害時
における応急対策に関する協定を機
構と締結しており、過去に漏水復旧工
事を施行した実績もあるため選定し
た。（工事請負契約の事務処理要領
第5条第4項第三号）

4,785,000 4,763,000 99.5% -

弥富管理所特高用電源監視設備整備工事
(愛知県弥富市五明３－１５　弥富管理所)
令和3年05月22日～令和4年06月10日
電気工事

分任契約職　木曽川用水総合管理
所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和3年5月21日
大藤電設（株）
(愛知県名古屋市千種区今池)

6180001004480

工事遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため、公募を実施したところ、参加の
応募者はいなかったため（工事請負
契約の事務処理要領第５条第４項第
一号）

48,939,000 48,840,000 99.8% -

弥富管理所濃尾第二施設監視制御処理設備移
設工事
(愛知県弥富市五明３丁目１５番地　弥富管理所)
令和3年05月21日～令和3年12月17日
電気工事

分任契約職　木曽川用水総合管理
所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和3年5月20日
（株）ヤマウラ
(長野県駒ヶ根市北町)

6100001021418

工事遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため、公募を実施したところ、参加の
応募者はいなかったため（工事請負
契約の事務処理要領第５条第４項第
一号）

7,447,000 7,370,000 99.0% -

青蓮寺ダム水質保全対策工事
(三重県名張市中知山地内)
令和3年04月02日～令和3年06月30日
土木一式工事

分任契約職　木津川ダム総合管理
所長　國枝達郎
（三重県名張市下比奈知）

令和3年5月25日
ノダック（株）
(埼玉県さいたま市南区文蔵)

1120901030611

取水塔付近に大量の油が浮き上がっ
て湖面に広がっていることが確認さ
れ、早期に油発生源を除去する必要
があるが、発生源であるドラム缶形状
のものの確認場所が水深５５メートル
と深く、大深度での潜水士による回収
作業を行う特殊技能が必要と判断し
た。また、依頼業者は大深度での潜
水士による作業実績を有しており、ま
たダムでの作業実績を有しているため
選定した。（工事請負契約の事務処
理要領第５条第４項第１号・３号）

9,856,000 9,130,000 92.6% -

管理CIM構築業務
(三重県伊賀市阿保251番地　川上ダム建設所)
令和3年05月25日～令和5年03月17日
設計業務

分任契約職　川上ダム建設所長　津
久井正明
（三重県伊賀市阿保）

令和3年5月24日
八千代エンジニヤリング（株）大阪
支店
(大阪府大阪市中央区城見)

２０１１０１０３７６９６

簡易公募型プロポーザル方式により、
求める資格及び技術提案の評価にお
いて最も優位である者を特定したもの
である。（工事請負契約の事務処理要
領第５条第４項第一号）

58,003,000 57,992,000 100.0% -

福岡導水揚水機場特別高圧受変電設備整備工
事
(福岡県久留米市高野１丁目１番１号)
令和3年05月29日～令和4年03月10日
電気工事

分任契約職　福岡導水事業所長
吉久　寧
（福岡県久留米市高野）

令和3年5月28日
三菱電機プラントエンジニアリング
（株）九州本部
(福岡県福岡市博多区上牟田)

5010501020251

工事遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外
の者で本工事に必要な条件を満たし
参加意思のある者の有無を確認する
ため、公募を実施したところ、参加の
応募者はいなかったため
（工事請負契約の事務処理要領第５
条第４項第一号）

51,150,000 49,500,000 96.8% -
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